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１.審査方式 

本事業を実施する事業者は、専門的な知識やノウハウ（設計技術力、建設技術力、維持

管理・運営能力等）を有することが必要となるため、落札者の決定に当たっては、入札

価格および事業内容の提案（性能、機能、技術等）によって落札者を決定する総合評価

一般競争入札を採用する。 
この落札者決定基準は、総合評価一般競争入札により落札者を決定するため、要求水準

書等の内容について応募者から提出された提案書を可能な限り客観的に評価する基準と

して示すものである。 
 

（１）総合評価一般競争入札 
総合評価一般競争入札の方法は次のとおりである。 

 
１）入札参加資格の確認審査（以下「資格確認審査」という。） 

処分組合は、資格確認申請書により、入札説明書に記載の応募者の備えるべき参

加資格要件（以下「参加資格要件」という。）を満たしていることを確認する。資

格不備の場合は失格とする。 
 

２）優秀提案の選定 
① 入札価格の確認 

処分組合は、入札書類に記載された入札価格が予定価格を超えておらず、

かつ、最低制限価格以上であることを確認する。この結果、入札価格が予定

価格を超える場合、または最低制限価格に満たない場合は失格とする。 
② 提案内容の基礎審査 

審査会は、入札書類に記載された内容が、この落札者決定基準に示す基礎

審査項目を満たしていることを確認する。基礎審査項目について１項目でも

満たさないことが確認された場合は失格とする。 
③ 提案内容の定量化審査 

審査会は、入札書類に記載された内容について、この落札者決定基準に示

す得点化基準に従って評価する。審査会で、各評価項目に対し、評価の理由

を明らかにした上で得点化し、得点の合計が最も高い提案を優秀提案として

選定する。 
 

３）落札者の決定 
処分組合は、審査会の優秀提案選定を踏まえ、落札者を決定する。 
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（２）審査等の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失 格 

応募者による参加表明書及び資格確認申請書の提出 
資格確認審査：入札説明書に示す参加資格要件の確認 

資格不備の場合 

予定価格を超える場合、または

最低制限価格に満たない場合 

入   札  

開札：入札価格が予定価格を超えていないこと、並びに入札価格が最低制限価

格以上であることを確認（最低制限価格≦入札価格≦予定価格） 

要求要件を満たさない場合 

事業契約の締結 

 失 格 

提案内容の定量化審査 
建設業務提案書、運営業務提案書、事業計画提案書における各提案をこの落札者

決定基準に基づいて評価 

 

落札者の決定 

失 格 

入札説明書等（要求水準書、契約書(案)、落札者決定基準、様式集）の提示 

提案内容の基礎審査 

設計・建設、維持管理、運営、事業計画において、満たすべき要求要件の確認 

優秀案の選定 

同時に実施
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２. 参加資格審査の方法 
 
（１）参加資格要件の項目 

参加表明書と同時に提出される資格確認申請書から、次の事項を確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）審査の流れ 

参加表明書及び資格確認申請書から参加資格について確認し、その結果を代表企業

に対し通知する。 
 
 
 
 

① 基本事項 
• 構成員の明記（コンソーシアムによる応募の場合） 
• 協力企業の明記 
• 構成員が他応募者の構成員となっていないこと。 

 
② 参加企業（応募企業、構成員企業、協力企業）に求められる事項 
• 本事業を円滑に遂行でき、安定的かつ、健全な財務能力を有していること。 
• 本事業に類似した事業の経験を有していること。 
• 本事業を確実に遂行できる資格及び能力を有していること。 

 
③ 参加企業の制限 
• 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 
• 指名停止措置を受けていないこと。 
• 最近 1 年間の法人税、消費税、または法人事業税を滞納していないこと。 
• 本件事業にかかるアドバイザー業務に関与したものでないこと。 
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３. 基礎審査の方法 
 
（１）審査の項目 

入札書類に記載された内容が、次の基礎審査項目を満たしていることを確認する。 
 

① 共通事項 

・ 入札書類全体について、同一事項に対する２通り以上の提案または提案事項

間のそご、矛盾等がないこと。 
・ 入札書類全体について、様式集に従った構成（項目の構成、枚数制限等）と

なっていること。 
 

② 建設業務提案書、運営業務提案書 

・ 当該提案に関連する各様式（別添「様式集」参照）に示す項目に対する提案

の内容が要求水準書を満たしていること。 
 

③ 事業計画提案書 
・ リスク分担に関し、入札説明書別紙で示したリスクの分担方針とのそごがな

いこと。 
 

④ 入札価格 

・ 入札価格が予定価格を超えていないこと。 
・ 入札価格が最低制限価格以上であること。 

 
 
（２）審査の流れ 

入札書類から、基礎審査項目の内容を満たしていることを確認する。基礎審査項目

について１項目でも満たさないことが確認された場合は失格とする。基礎審査項目を

満たしていることが確認された場合、当該入札書類について、定量化審査を行う。 
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４. 定量化審査の方法 
 
（１） 審査の方法 

入札書類に記載された内容について、次の審査方法に従い定量化する。 
 

１) 定量化審査の基本方針 
定量化審査による得点が総合評価の値となるため、その配点及び得点化基準につ

いては、処分組合が本事業に期待する事項の必要性又は重要性を勘案して設定した。 
なお、処分組合は本事業に対し、公設・民営事業として実施することにより、処

分場の有効活用を図るとともに民間活力及び技術を導入し、廃棄物の再資源化並び

に効率的活用の向上を期待している。 
 

２) 審査における大項目別の配点 
前記の定量化審査の基本方針を踏まえ、配点について次のとおりとした。 

 
審査項目（大項目別） 配 点 

建設業務に関する事項       １３点 
運営業務に関する事項       １４点 
事業計画に関する事項        ３点 
入札価格に関する事項       ７０点 

合  計      １００点 
 

３) 定量化審査における得点化方法 
各項目毎に定量化評価を行い、評価できる場合はその項目に定める得点を付与す

る。審査項目のうち、入札価格（様式集、第25号様式に記載する、｢総合評価に用い

る額｣をいう。）に関する事項については、次の算定式（Ａ）により得点を付与する。 

価格配点＝（最低価格／当該価格）×価格配点・・・・算定式（Ａ） 

（ここで、最低価格に価格配点の満点を付与する。） 
 

４) 定性的評価項目における得点化方法 
入札価格に関する項目以外の審査項目においては、次に示す５段階評価による得

点化方法により得点を付与する。 
 

評価 評価の意味合い 得点化方法 
Ａ 当該評価項目において、特に優れている   配点×1.0 
Ｂ 当該評価項目において、より優れている 配点×0.7 
Ｃ 当該評価項目において、優れている   配点×0.5 
Ｄ 当該評価項目において、やや優れている 配点×0.3 
Ｅ 当該評価項目において、優れているとは認められない   配点×0.0 
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（２） 得点化基準 

次の表4.1に示す配点と評価の視点に従い、入札書類に記載された内容を得点化する。 
 

表4.1 定量化審査の配点と評価の視点 

審査項目 評価の視点 配点 

１）建設業務に関する事項                        （１３点） 

①工事計画 工期及び各工程の具体的内容の明示、課題とその

解決方法、仮設計画への工夫、環境対策の高レベ

ル対応、廃棄物の再利用方法などの提案 

２点 

②環境対策計画 排ガス、排水、騒音、振動等の高いレベルでの対

応、達成のための建築計画上の配慮、プラント対

策の適切性などの提案 

３点 

③配置・動線計画 処理の流れに沿った配置、円滑な車両動線の確保

などの提案 
２点 

④建築計画 見学者に対する配慮、地震対策、緑化対策、外構

計画、消防設備の高いレベルでの計画・対応など

の提案 

３点 

⑤プラント計画 安全性・信頼性の高い設備機器の導入、受入条件

の自由度、用役収支等の低減、省資源・省エネル

ギー対応などの提案 

３点 

２）運営業務に関する事項                        （１４点） 

①運営管理計画 実施体制の適切性、環境に対する考え方、住民対

応・見学者対応への取り組み、生成品の販売管理

方法、人工鉱石及び鉄・アルミの有効利用方法、

副資材等の調達の安定性、計画外の休止時におけ

る対応などの提案 

７点 

②運転管理計画 稼動計画の適切性、生成品の品質管理方法、人工

鉱石の管理方法、副資材等の使用量管理方法、整

備マニュアルの適切性、緊急時対応の取り組みな

どの提案 

３点 

③労働安全・衛生

等計画 

作業環境・労働安全性向上に対する取り組み、清

掃、警備に関する取り組みなどの提案 
２点 

④保全管理計画 保守点検、大規模修繕の時期、頻度の具体性、適

切性、機器台帳及び点検等履歴の情報処理に関す

る対応などの提案 

２点 

３）事業計画に関する事項                        （ ３点） 

①リスク管理計画 緊急時対策、運営破綻対策、受入廃棄物量・性状

変動に対する自由度 
３点 

４）入札価格に関する事項                        （７０点） 

①入札価格  ７０点 

合   計 １００点 
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１) 建設業務に関する事項（建設業務提案書の審査） 
 
① 工事計画（配点：２点） 

工期及び各工程の具体的内容の明示・課題とその解決方法、仮設計画への

工夫、環境対策の高レベル対応、廃棄物の再利用方法などの提案が優れてい

る場合は、その内容に応じて、配点を２点とする５段階評価により得点を付

与する。 
 

② 環境対策計画（配点：３点） 
排ガス、排水、騒音、振動等の高いレベルでの対応、達成のための建築計

画上の配慮、プラント対策の適切性などの提案が優れている場合は、その内

容に応じて、配点を３点とする５段階評価により得点を付与する。 
 

③ 配置・動線計画（配点：２点） 
処理の流れに沿った配置、円滑な車両動線の確保などの提案が優れている

場合は、その内容に応じ、配点を２点とする５段階評価により得点する。 

 
④ 建築計画（配点：３点） 

見学者に対する配慮、地震対策、緑化対策、外構計画、消防設備の高いレ

ベルでの計画・対応などの提案が優れている場合は、その内容に応じて、配

点を３点とする５段階評価により得点を付与する。 
 

⑤ プラント計画（配点：３点） 
安全性・信頼性の高い設備機器の導入、受入条件の自由度、用役収支等の

低減、省資源・省エネルギー対応などの提案が優れている場合は、その内容

に応じて、配点を３点とする５段階評価により得点を付与する。 
 
 

２) 運営業務に関する事項（運営業務提案書の審査） 
 
① 運営管理計画（配点：７点） 

実施体制の適切性、環境に対する考え方、住民対応・見学者対応への取り

組み、生成品の販売管理方法、人工鉱石及び鉄・アルミの有効利用方法、副

資材等の調達の安定性、計画外の休止時における対応などの提案が優れてい

る場合は、その内容に応じて、配点を７点とする５段階評価により得点を付

与する。 

 
② 運転管理計画（配点：３点） 

稼動計画の適切性、生成品の品質管理方法、人工鉱石の管理方法、副資材

等の使用量管理方法、整備マニュアルの適切性、緊急時対応の取り組みなど

の提案が優れている場合は、その内容に応じて、配点を３点とする５段階評

価により得点を付与する。 
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③ 労働安全・衛生等計画（配点：２点） 
作業環境・労働安全性向上に対する取り組み、清掃、警備に関する取り組

みなどの提案が優れている場合は、その内容に応じて、配点を２点とする５

段階評価により得点を付与する。 
 

④ 保全管理計画（配点：２点） 
保守点検、大規模修繕の時期、頻度の具体性、適切性、機器台帳及び点検

等履歴の情報処理に関する対応などの提案が優れている場合は、その内容に

応じて、配点を２点とする５段階評価により得点を付与する。 
 

 
 

３) 事業計画に関する事項（リスク管理計画提案書の審査） 
 
① リスク管理計画（配点：３点） 

リスク管理の方針（特に、緊急時対策、運営破綻対策、受入廃棄物量・性

状変動に対する自由度）について具体的かつ優れた提案がなされた場合は、

その内容に応じて、配点を３点とする５段階評価により得点を付与する。 
 

４) 入札価格に関する事項 
 
① 入札価格（配点：７０点） 

入札価格（様式集、第25号様式に記載する、｢総合評価に用いる額｣をいう。）

については、先に示した算定式（Ａ）により得点を付与する。得点は小数点

第二位以下を四捨五入した値とする。 
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本基準に示す審査項目の対象とする提案様式は、提案書参考図書を含め以下のとおりであ

る。原則として、各項目に対応する様式により作成された提案書及び提案書参考図書のみを

審査対象とする。 
＜提案書＞ 

審 査 項 目 対応する様式番号 

入札書類全体について、同一事項に対する２通り以
上の提案又は提案事項間のそご、矛盾等がないこと。

第 7 号様式～第 26 号様式 
共通事項 

入札書類全体について、様式集に従った構成（項目
の構成、枚数制限等）となっていること。 

第 7 号様式～第 26 号様式 

建設業務提案書 
当該提案に関連する各様式（別添「様式集」参照）
に示す項目に対する提案の内容が要求水準書を満た
していること。 

第 10 号様式～第 16 号様式 

運営業務提案書 
当該提案に関連する各様式（別添「様式集」参照）
に示す項目に対する提案の内容が要求水準書を満た
していること。 

第 17 号様式～第 22 号様式 

提
案
内
容
の
基
礎
審
査 

事業計画提案書 リスク分担に関し、入札説明書別紙で示したリスク
の分担方針とのそごがないこと。 

第 24 号様式 

①工事計画 第 12 号様式 
②環境対策計画 第 13 号様式 

③配置・動線計画 第 14 号様式 

④建築計画 第 15 号様式 

建設業務に関する

事項 
⑤プラント計画 第 16 号様式 

①運営管理計画 第 19 号様式 

②運転管理計画 第 20 号様式 

③労働安全・衛生等計画 第 21 号様式 

運営業務に関する

事項 
④保全管理計画 第 22 号様式 

事業計画に関する

事項 
①リスク管理計画 第 24 号様式 

提
案
内
容
の
定
量
化
審
査 

入札価格に関する

事項 
入札価格（様式集、第 25 号様式に記載する、｢総
合評価に用いる額｣をいう。） 

第 25 号様式～第 26 号様式 

 
＜提案書参考図書＞ 

参考図書名 備考 対応する様式番号等 

建設業務提案書参考図書  表紙：第 27 号様式 
その他：フォーマット１～３ 

運営業務提案書参考図書  表紙：第 28 号様式 
その他：フォーマット４ 

事業計画提案書参考図書 
施設建設に要する費用の内訳及びその根拠 
施設運営に要する費用の内訳及びその根拠 

表紙：第 29 号様式 
その他：特に様式は指定しないが、
提案書第26号様式との整合をとる
こと。 

 

審査項目と提案様式の対応 


